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１.弁理士の社会的使命の明確化／日本弁理士会に対する監督権限の緩和（１）

取組として約束した事項

○ 調査、審査組織への産業界委員の登用の検討
・ 学識経験者等の登用の他に、産業界からの登用というご指摘について

○ 悪質事案の早期公表の検討
・ 早期公表による継続した被害の防止策というご指摘について

取組の報告

○ 調査、審査組織における外部委員の登用
・（一社）日本知的財産協会、日本商工会議所、日本弁護士連合会、日本公証人連合会、（一社）日本知財学
会、日本工業所有権法学会の６つの団体に対し、当会「審査委員会」、「綱紀委員会」への委員就任を協力
依頼済み。
順次、委員のご推薦を戴いているところ。

・平成２８年４月１日から、審査委員会に８名（４つの審査部に各１名、覆審部に２名、予備委員に２名）、綱紀
委員会に３名の外部委員を配置する予定。

○ 悪質事案の早期公表の検討

・ 会内において検討中。
・ 極めて悪質で、被害拡大が予測され、被害の回復が困難である事案について、早期公表を行う方向。
・ 来年度に開催予定の総会において、悪質な例規違反のおそれがある事案等について事前公表するための
議案を上程する予定。施行日は、平成２９年４月を予定。

・ 当会ウェブサイトで公表して被害の拡大を防ぐための注意喚起を行う方向。また、会長談話として公表する
方向。

３
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取組として約束した事項

○ 苦情事例集第７版の発行
・ 追録作成と冊子第７版の発行予定について

○ 会員処分事例集第２版の配布、啓発
・ 平成１５年の発行から年月が経過、再度の啓発を行うことについて

取組の報告

○ 苦情事例集第７版の発行

・ 平成２７年３月に、「会員に関する苦情事例集」の追録４件を作成し、「電子フォーラム」に掲載して会員に周
知した。

・ この追録は、平成２３年度から２５年度の間に発生した事案から、「契約解除」、「費用返金請求」等の事例を
掲載している。

・ 冊子第７版の発行は、今後の事例の追加を待って平成２８年度から２９年度に行う予定。

○ 会員処分事例集第２版の配布、啓発

・ 平成２７年５月に、第２版の電子データを「電子フォーラム」に掲載して会員に周知した。

・ 平成２７年７月には、「会員処分事例集（第二版）」の冊子を発行して全会員に配布して、啓発、注意喚起を
行った。

４

１.弁理士の社会的使命の明確化／日本弁理士会に対する監督権限の緩和（２） 資料3



○ 料金と手続の事前説明の徹底、チェック機能強化
・ 依頼者との料金トラブル解消に向けた弁理士の理解促進とチェック機能について

○ 明細書作成等の作業負担と手数料（報酬）の関係の検討・分析
・ 明細書作成の作業時間と手数料の関係についての検討について

取組の報告

５

○ 料金と手続の事前説明の徹底、チェック機能強化
・ 会員から当会に寄せられた相談（平成２５年度から２７年９月末までの２３４件）中には、料金と手続に関するトラブルは殆どな
かった。一方、平成２５年度から２７年度に当会に対して苦情の申立があった案件４９件のうち、１１件が料金と手続に関するトラ
ブルであった。

・ ３月発行予定の「弁理士業務標準（第９版）」に、従来どおり、弁理士の目安となる「報酬表（手続項目のサンプル）」、依頼者との
「合意形成チェックリスト」を掲載して、全会員に配布のうえ再度注意喚起を行う予定。

・ 上記の料金と手続に関するトラブル１１件について、当該会員に対し、苦情処理後に事務所内で業務処理手順、料金説明の仕
方等についてどのような改善を行ったかを調査し、他の会員の参考とする資料作成を平成２８年秋頃までに行う予定。

○ 「経営分析システム」の開発
・ 特許事務所の収益構造の改善策を検討するにあたり、会員が特許事務所における業務の原価を計算し、計算結果にもとづいて
収益構造を分析可能とするシステム（「経営分析システム」）を開発中。

・ １月に大阪、名古屋、東京で説明会を開催した。 ３月中完了を目途に、システムの安定性、実用性、仕様追加の要否等を見極
めるための試験的運用を実施中。

・ ４月に会員に同システムを提供する予定。
・ 将来的には、会員に分析データの提供を求め、検討のうえ改善すべき事項等について情報提供することを考えている。

○ 経営相談員の派遣（検討中）
・ 特許事務所に特化した経営相談員の派遣体制について検討している。具体的には、特許事務所の内情を理解している公認会
計士や中小企業診断士などを相談希望会員に対して紹介するスキームを検討中である。

○ 大学向け広報（検討中）
・ 大学に対し、学生向けに弁理士の業務を紹介する機会を設けることの可能性について検討中である。
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取組として約束した事項

○ 「弁理士倫理ガイドライン」等を用いた「倫理集合研修」の全弁理士の受講
・ ５年のインターバルで実施している必修研修「倫理集合研修」の実施状況について

○ 「倫理集合研修」の充実、継続受講
・ 「弁理士倫理ガイドライン」を用いた研修内容の充実について

○ 現在の研修枠組みで不足がないかの検討
・ 「倫理集合研修」のスピードアップのご指摘について

○ 弁理士会による会員事務所監査実施の検討
・ 大きな事務所の監査というご指摘について

取組の報告

○ 倫理集合研修
・ 平成２６年４月に「弁理士倫理ガイドライン」に、事務所内情報遮断措置に関する解説を追加した。※参考資料

・この「弁理士倫理ガイドライン」を用いた「倫理集合研修」（受講期間：平成２６年５月から平成３１年３月までの５年間）の現在
の受講者数は、３，５７６名（H26年5月～平成28年2月29日、内訳＝H26年度 1,596名、H27年度1,980名）。

・「倫理集合研修」受講のスピードアップという要請に対しては、この研修とは別に全会員に対して平成２６年６月から２７年３月
末までに「平成２６年度弁理士法改正説明会」の受講を全会員に必修研修として課し、その中で倫理研修（チャイニーズ
ウォールルール）の説明を行った。なお、未受講者１１名については戒告等の処分を行い、当会ウェブサイトで公表した。

○ 会員事務所の監査
・ 特許事務所・特許業務法人における情報遮断措置の実施状況について、弁理士数の多い事務所（特許業務法人を含む）を

対象に１０事務所を選定し、 ヒアリング調査を実施した。現在ヒアリング報告書を作成中。

・ 実施状況を把握した結果について、模範事例、不十分な事例等についてとりまとめのうえ、平成２８年秋頃までに会員に周知
を図り注意喚起を行う予定。

２.大規模特許事務所の在り方（利益相反規定等について）

６
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○ 秘匿特権に関する業務ガイドラインの策定
・ 弁理士の業務遂行に資するガイドライン策定、判例解析、秘匿特権が認められやすい条件等についてとりまとめて会員に周知
することについて

○ ガイドラインの策定は時期尚早であると判断したため、秘匿特権が弁理士業務に影響することの注意喚起
に関する資料を作成することとした。 ３月中に会員に周知する予定。 ※参考資料

○ 研修会「秘匿特権に関する米国訴訟：判例研究からみた日本弁理士と米国訴訟とのかかわり」 の開催
・ 平成２８年３月１５日（火）東京
・ 講師 米国弁護士、弁理士
・ 米国弁護士をコメンテータとして、日本弁理士会企業弁理士知財委員会委員が秘匿特権に関する米国の判
例・命令等の検討内容を報告し、併せて、社内、社外の日本弁理士が米国訴訟において担いうる役割と留意
点について解説する。

取組の報告

３.秘匿特権に関する取組の推進

７
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○ 独立した「コンサルティング業務」に向けた取組
・ 出願業務の附帯ではない独立したコンサルティング業務の一般への周知、理解促進について

○ 求められるコンサルティング能力の研究とその成果の会内周知
・ 企業訪問型コンサルティング・トライアルの実施について

○ コンサルティング業務における技術やビジネスの理解向上のための産業界との意見交換
・ コンサルティング業務、弁理士試験志願者数の減少に関する産業界との意見交換について

○ コンサルティング業務のＰＲ
・ 知財コンサルティングのスキルを持った弁理士による「弁理士知財キャラバン」のチラシを作成し、主に各支部を通じて地方

公共団体、商工会議所等に配布中。また、 一般への周知のため、新聞広告（日経産業新聞、経済産業新報等）を適宜活用
中。

・ 弁理士知財キャラバン事業の説明に際しては、コンサルティング業務は本来有料であることを併せて説明し、意識喚起に努
めている。

○ 企業訪問型のコンサルティング・トライアル
・ 知財経営コンサルティング委員会では、毎年数社の企業に対して委員を派遣し、コンサルティングのうえ企業に提案する取

組を行っている。この取組の成果として、演習型の「知財経営コンサルティング研修」（１５頁参照）を各支部で実施している。

○ 「弁理士業務標準」への掲載
・ ３月末に全会員に配布する予定の「弁理士業務標準（第９版）」に、「コンサルティング業務を行う上での作業手順及び注意事

項」を掲載する予定。

○ 産業界等との意見交換
・ 「弁理士知財キャラバン」の実施に際して、（独）中小企業基盤整備機構、東京商工会議所等とキャラバン活動の周知と協力

依頼のための会合を開催し、連携のあり方や広報活動についいて意見交換を行った。この意見交換において、（独）中小企
業基盤整備機構、東京商工会議所等から、キャラバン活動に協力していく旨の提案があった。

・ また、地域においても随時地元の企業等に対して「弁理士知財キャラバン」のＰＲ活動を行っている。

取組の報告

４.弁理士の相談業務（１）

８
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○ 「弁理士知財キャラバン」の立ち上げ
・ 知財経営コンサルのスキルを持った弁理士を全国の中小企業に派遣し、発明発掘、ノウハウ保護等を支援することについて

○ 「弁理士知財キャラバン」とは ※参考資料
・ 平成２７年度に立ち上げた、中小企業に弁理士を派遣する訪問型支援事業。中小企業に、知財を活用した事業戦略を立案す
る知財経営コンサルティングのスキルをもった弁理士が訪問し、知財戦略・知財経営の重要性に気づきを与え、知的財産の積
極的活用を促すことにより企業の業績アップに貢献することを目的とする事業。

中小企業からの申請により、知財コンサルティングのスキルをもった弁理士を最大３回まで派遣し、①ヒアリング、②課題の
摺合せ、③戦略提案、という手順でコンサルティングを行い、共に課題を解決する。なお、派遣に係る弁理士報酬と交通費は日
本弁理士会が負担する。

○ 弁理士知財キャラバンの「履修支援員となるための研修（コンサルティング研修）」の実施
・ 本研修の目的は、知財経営コンサルティングのスキルを持った弁理士を多数育成して支援能力を強化することである。研修内
容は基礎編（全３回）と実践編（全２回）からなり、すべての科目を修了した者が支援員候補者となることができる。

① 研修の第１クール 研修期間：平成２７年７月１３日～９月１６日、受講者数：４８８名（うち修了者３９７名）
② 研修の第２クール 研修期間：平成２７年１０月２６日～平成２８年１月２１日、受講者数：１３４名（うち修了者８４名）

○ 支援実績
・ 中小企業を訪問してコンサルティングを実施した実績は、１５６件（２月末現在）。
・ コンサルティングの訪問先企業は、電子機器・機械・日用品・菓子等の製造・販売業、建設業等、多岐にわたる。
・ コンサルティングの内容は、知財活用、事業を踏まえた知財戦略、知財管理、知財教育等、多岐にわたる。

取組の報告

４.弁理士の相談業務（２）

９
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○ 中小企業診断士協会との覚書締結の全国拡大
・ 平成２７年２月時点で覚書を締結した２９都道府県の中小企業診断（士）協会を、全国へ拡大することについて

・ （一社）中小企業診断協会と「知的財産を活用した企業経営による産業振興のための協力に関する協定」
を締結。（平成２６年４月））

※ 中小・ベンチャー企業の知財マネジメントについて経営の視点も含め、総合的に支援するためのネットワークを構築した
い当会と、中小企業の経営課題に知的財産を含めた診断・助言も行いたい中小企業診断協会とが連携・協力することによ
り、今まで以上の中小企業支援を実現することが目的。

・ 日本弁理士会各支部が、協定を具体化するために、地域ごとの中小企業診断（士）協会との覚書締結に取
り組んでおり、現在では３７都道府県に拡大している。

・すでに締結している沖縄県を除く九州全県の中小企業診断（士）協会と、平成２８年３月２９日に一斉に締結
する予定。

・ 覚書に基づく啓発、セミナー等の活動（平成２７年度）
① （一社）福井県中小企業診断士協会と講演会「これから伸びる企業の条件」を開催（平成27年4月29日）
② （一社）京都府中小企業診断協会主催のセミナー「弁理士と中小企業診断士との協働の可能性」に、講師として日本弁理

士会近畿支部京都地区会長を派遣（平成27年6月10日）
③ （一社）愛知県中小企業診断士協会主催の研修「第５期プロ懇塾ベーシックコース－中小企業における知財戦略とは－」

に講師として日本弁理士会東海支部会員を派遣（平成27年7月17日）

取組の報告
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④ （一社）奈良県中小企業診断士会と「中小企業診断士と弁理士との交流セミナー」を開催（平成27年7月24日）
⑤ 和歌山県中小企業診断士協会と日本弁理士会近畿支部和歌山地区会との意見交換会を実施（平成27年11月18日）
⑥ 日本弁理士会兵庫地区会主催の講演会「中小企業診断士の実情」に、講師として（一社）兵庫県中小企業診断士協会副

会長を招聘（平成27年11月27日）
⑦ 日本弁理士会東海支部主催のセミナー「休日パテントセミナー長野 －企業経営に活かす知的財産 ～経営判断におけ

る知的財産の活用について～－」に、講師として（一社）長野県中小企業診断協会会員を招聘（平成27年11月28日）
⑧ （一社）山梨県中小企業診断士協会と合同勉強会「中小企業経営における弁理士の役割」、「知的資産経営とは」を開催。

（平成27年12月4日）
⑨ （一社）東京都中小企業診断士協会と中小企業経営者を受講対象としたセミナーを開催（平成27年12月8日）
⑩ 日本弁理士会東海支部主催の研修会「弁理士による中小企業支援のためのコンサルティング」に、講師として（一社）愛

知県中小企業診断士協会会員を招聘（平成27年12月8日）
⑪ 日本弁理士会東海支部主催のセミナー「休日パテントセミナー津 －企業経営に活かす知的財産 ～経営判断における

知的財産の活用について～－）」に、講師として（一社）三重県中小企業診断協会会員を招聘（平成28年1月17日）
⑫ （一社）大阪中小企業診断士会との合同研修会「中小企業の知財マネジメント支援～弁理士と診断士との協働支援のあ

り方～」を開催（平成28年1月25日）
⑬ 日本弁理士会東海支部主催の研修会「弁理士による中小企業支援のためのコンサルティング研修」に、講師として（一

社）静岡県中小企業診断協会会員を招聘予定（平成28年3月11日）

取組の報告（続き）
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５.小規模特許事務所の在り方

取組として約束した事項

取組の報告

○ 事業承継セミナーのｅ-ラーニングでの配信
・ 平成２７年４月からe-ラーニング・コンテンツとして全会員に配信している。全会員がいつでも必要に応じて、
内容を把握することが可能。

・ 内容は、引継事例の紹介、当会の引継を促進するための制度である「事務引継規程」、「会員マッチングシ
ステム」の説明など。

○ 「弁理士業務の引継・連携に関するセミナー兼意見交換会」の開催
・ 平成２７年１２月に東京において、「弁理士業務の引継・連携に関するセミナー兼意見交換会」を開催した。

このセミナーでは、講師が弁理士業務の引継・連携に関して経験を踏まえた内容をもとに講演し、その後、
参加者をグループ分けして意見交換を行った。

12

○ 事業承継セミナーのe-ラーニングでの配信
・ 昨年１月、２月に開催した「事業承継セミナー」の全会員向け配信について

資料3



○ 支援事業（知財無料相談、講師派遣、支援協定締結、助成金制度情報提供）の継続
・ 当会の知的財産支援センターを通じた支援活動の継続について

○ 「出願等援助制度」の予算増額
・ 経済的事情で出願が困難な中小企業等を対象に、日本弁理士会が特許・実用新案・意匠出願に関する費用を負担するための
予算を増額することについて

○ 「知財総合支援窓口」に配置する弁理士の質を高めるための研修の実施
・ 全国５７か所の「知財総合支援窓口」に弁理士１８８名を配置。その弁理士向けの研修を行うことについて

○ 支援事業の実績（平成２７年度・平成２８年２月末現在）
・ 知財無料相談 ２３５９件（東京１３３０件、大阪４７９件、名古屋２３６件、その他３１４件）
・ 講師派遣 ３２０件（小中高向けセミナー１１４回、高専向けセミナー２３回、大学向け講座５１回、自治体・中小企業等への
派遣１３２回）

・ 支援協定締結 現在１９道県、４市、その他４件。３月２８日に鹿児島県、４月７日に広島県とも締結予定。※参考資料
・ 助成金制度情報の提供 当会ウェブサイトで２１２件の情報を提供

○ 「出願等援助制度」の予算（※執行実績は平成２８年１月末現在）
・ 平成２７年度定期総会で特許出願等援助に係る費用として、１，３３０万円（前年比＋３２０万円）を承認。
・執行実績は、２７件（総額６３０万円、予算の４７％） 。
・ 援助に際しての資力要件を緩和するための見直しを行っており、平成２８年度から適用する予定。
・ 平成２８年度も同額の予算とする予定。
・ 類似制度である特許出願等復興支援制度の予算は、９４０万円。執行実績は、 ２０件（総額６０７万円、予算の６５％） 。

○ 「知財総合支援窓口」に派遣する前の研修
・ 平成２７年３月に１８８名全員を対象にした必須の講習会を開催し、全員が受講した。
・ 講習会では、特許庁や（独）工業所有権情報・研修館からも講師派遣を要請し、制度の説明を初め、相談員としての心構え、
職務発明、営業秘密、助成金制度、食品の用途発明に関する審査基準改定等について講演して戴いた。

・ 平成２８年度の派遣予定者についても、同様に３月１日～１１日にかけ全支部（９箇所）で派遣前講習会を開催する。

取組の報告

６.弁理士に対するアクセスの改善（１）
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○ 知財認識度チェックシートひな形作成の検討
・ 個々の弁理士が一見の依頼者のレベルを把握するためのチェックシートについて

○ 不得意分野と外国語能力に関する弁理士ナビ掲載の検討
・ 弁理士の不得意分野と外国語能力の情報開示というご指摘について

○ 代理実績のある出願の技術分野に関する弁理士ナビ掲載の検討
・ 代理実績のある出願の技術分野についての情報開示というご指摘について

○ 知財認識度チェックシートひな形
・ 現在、作成中であり、３月末に完成予定。その後、全会員に対し周知を行う予定。

○ 弁理士ナビの掲載
・ 不得意分野に関する情報開示について検討したものの、会員の自由記載が望めないことから困難であると判断。また、現在

でも弁理士ナビの自由記載欄に任意に記載可能であることから、これ以上の改修は行わないこととした。

・ 外国語能力については、外国語での依頼を受任する意思のある会員という考え方に基づいて、「英語版弁理士ナビ」を構築中。
現在、会員に情報登録を呼びかけており、４月以降に公開する予定。

・ 代理実績に関する情報公開については、数年前に特許庁より提供いただいたデータ（各弁理士の出願代理実績を、国際特許
分類で表示したデータ）を掲載済み。今後もデータの提供に基づいて情報を更新していく。

・ 中小企業による「弁理士ナビ」の活用促進を図るため、「弁理士ナビ」に関するパンフレットを作成中。３月中に全国の商工会
議所、地方自治体など約２，８００箇所に複数部配布し、広く周知していただきたい旨のお願いを行う予定。また、マスコミ約８
００箇所にも配布する予定。なお、希望する団体等は当会に対し希望部数を請求できる体制とする。 ※参考資料

取組の報告
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○ オープン・クローズ戦略の指導
・ 何でも出願に結びつけるのではなく、秘匿すべき技術をしっかりと峻別するための指導について

○ コンサルティング能力を向上するための研修検討
・ コンサルティング業務の機能強化・向上に向けた座学だけでない研修の検討について

○ コンサルティング能力向上に関する研修
・ 例年どおり、平成２８年１月～２月に日本弁理士会知財経営コンサルティング委員会による演習型の「知財経営コンサルティング
研修」を各支部で実施した（1/22東北・5名、1/27近畿・13名、2/5関東・24名、2/19東海・9名）。 来年度も同様の研修を各支部か
らの開催希望に基づいて、全国各地（支部所在地）で開催する予定。

・ 日本弁理士会「知財ビジネスアカデミー」において、企業に最適な知財戦略を提案・アドバイスすることができる人材を育成する
ため、各種講座を毎年開催。（以下は、平成２７年度の講座。）

「企業における知的財産戦略支援ゼミ」（東京、大阪）（各全６回）
「経営基礎コース」（東京、大阪）（各全７回）
「経営戦略ケーススタディ基礎」（東京、大阪）（各全３回）
「経営戦略ケーススタディ応用」（東京、大阪）（各全２回）
「知財戦略策定のための経営基礎（短期コース）」（名古屋）（全４回）
「情報解析」（東京）（全４回）
「知的財産戦略演習基礎編」（東京）（全３回）
「知的財産戦略演習応用編」（東京）（全２回）
「知的財産調査戦略」（東京）（全５回）
「知的財産契約実務セミナー」（東京、大阪）（各全６回）
「知財事業開発スキル」（東京）（全３回）

取組の報告

７.実践的な研修を含めた研修の多様化（１）
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○ 「知財相談を実施する蓋然性の高い弁理士」に対する受講促進策
・ オープン・クローズ戦略等の中小企業支援に関する研修の開催に際し、「弁理士ナビ」で検索される中小企業支援意思のある
弁理士約１，５００名、支援実績のある弁理士約５００名に対し、全会員に対する案内に先立ってメール配信を実施。同案内に
は、「知的財産推進計画」では戦略的な知財相談を実施する蓋然性の高い弁理士に対する受講促進が示唆されている旨を記
載し、受講促進を図っている。

・ ｅ-ラーニングにおいて、中小企業支援関係の科目をピックアップし、平成２７年１２月２４日に「中小企業支援に役立つｅ-ラーニ
ング科目」として会員に対しメールにて周知した。なお、該当する研修科目に「支援者向け」等のフラグをつけて意識づけするこ
とを検討中。

○ 不正競争防止法の改正に関する研修の受講必修化
・ 平成２７年の不正競争防止法改正内容について、全弁理士が受講する必修科目として指定し、全会員の受講を行った。現時
点（平成２８年２月末時点）の受講者数は５，７１０名（受講期限は平成２９年３月３１日）。なお、平成２７年１１月５日より、e-ラー
ニングでの配信も行っている。

○ その他の関連する研修
・ 平成２７年５月２０日に、研修「知的財産のクローズ戦略を始めるために」を、東京で開催。29名
・ 平成２７年１０月１９日に、研修「中小企業の顧客を有する弁理士が知っておくべきこと」を、東京で開催。131名
・ 平成２７年１２月７，９日に、研修「発明の保護と営業秘密の保護の強化」を、大阪・東京で開催。（各々、53名、113名）
・ 平成２８年２月１，１７日に、研修「オープン・クローズ戦略及び技術の証拠化手法について」を、東京・大阪で開催予定（各々、

121名、95名）。

※ 以上の研修、演習等の取組を通じて、会員に対し、発明の特許化のみならず、発明の秘匿化も駆使した戦略
的・戦術的知見を高めるための啓発活動を行っている。

取組の報告（続き）
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○ 企業内弁理士の資質向上
・ 企業内弁理士と特許事務所弁理士のコミュニケーション促進による知財活動の活性化について

○ 平成２６年度までの取組
・ 当会では平成２３年度より企業勤務の弁理士のみで構成される「企業弁理士知財委員会」を設置し、企業に勤務する弁理士
の存在価値を高める施策について検討している。同委員会は、 平成２７年２月に「企業内弁理士スキルアッププログラム」を
発行し、全会員に配布した。これは、特に企業内弁理士の企業における存在価値を高める方策を研究しまとめたものである。

・ 平成２６年１１月から平成２７年２月にかけ、東京・大阪・名古屋において、「企業経営に資する企業弁理士のあるべき姿」等
をテーマにコンサルティング業務に必要なスキルなどについて、企業勤務弁理士及び事務所勤務弁理士による意見交換を実
施した。

・ 平成２６年度までの取組は、主として、企業勤務弁理士と事務所勤務弁理士のコミュニケーション促進による知財活動の活性
化であった。

○ 平成２７年度からの取組
・ 平成２７年度は、「企業弁理士知財委員会」の他に、「企業内弁理士活用ワーキンググループ」を立ち上げ、企業勤務弁理士
と事務所勤務等の弁理士が委員となって、今後の企業勤務弁理士の活用方策について検討を開始したところである。その意
識は、弁理士法に使命条項が新設されたことに伴って、基本的には企業内での活動しか出来ない企業勤務弁理士の社会貢
献とは何かというところにある。

・ 現時点での検討事項として、現役の企業勤務弁理士がその経験を生かして、実践的紛争処理や交渉術等について我が国の
知財教育に貢献できないか、という点が上がっている。

○ 今後の課題について
・ ほとんどの企業では一般の知財部員と社内弁理士を区別して扱っていないため、資格を活用しようという姿勢が生まれづら
い点が、内部の検討において指摘された。また、当会が提供する研修プログラムに加えて企業内弁理士向けの研修内容とし
て、企業内のリーガルマターを体系的に修得するしくみと、法的センスを磨いてその能力を引き出す環境づくりが必要であるこ
とが指摘された。今後それらの課題について検討していきたい。

取組の報告

17

７.実践的な研修を含めた研修の多様化（２） 資料3



○ 海外弁理士会とのプレジデントミーティング開催
・ グローバルな知財システムの変更・構築が議論されているが、これらは、世界知的所有権機関（WIPO）、IP５（日、中、韓、米、欧の

特許庁）などにおける議論が中心であり、出願や権利行使の実務を担う代理人の関与が十分でない。
・ また、ユーザーとして参加しているのは大企業であって、中小・ベンチャー企業、個人ユーザーの意見が反映される機会が極めて

少ない。これらの意見を反映するためにも、代理経験が豊富な代理人がグローバルな知財システム構築に参画する必要がある。
・ そこで、日本弁理士会は、海外の弁理士会及び弁理士関係団体に呼びかけて、グローバルな知財システム構築のため、相互に

意見交換し、提案を行っていくことを目的として、プレジデント・ミーティングを主催している。

○ 第１回プレジデントミーティング（平成２７年７月１日開催）
・ 東京に各国の 関連弁理士団体の代表が集まり、グローバルな知的財産システムのよりよい構築をめざすことを目的として、

「プレジデントミーティング」 （議長 日本弁理士会会長 伊丹 勝）を開催した。
・ 主要国の特許庁において検討が進められているグローバルドシエ等の様々なグローバル知財システムについて、各国の関連

弁理士団体は、今後情報を共有化し、連携していくことが重要であることを議長声明として発した。
・ 参加団体（７団体）：中華全国専利代理人協会（All-China Patent Attorneys Association）、米国知的財産権法協会（American 

Intellectual Property Law Association）、アジア弁理士協会（Asian Patent Attorneys Association）、シンガポール弁理士会
（Association of Singapore Patent Attorneys）、国際弁理士連盟（Federation Internationale des Conseils en Propriete
Industrielle）、大韓弁理士会（Korea Patent Attorneys Association）、日本弁理士会（主催)

○ 第２回プレジデントミーティング（平成２８年１月１４日開催）
・ 東京に各国の関連弁理士団体の代表が集まり第２回プレジデントミーティングを開催した。
・ 第２回ミーティングでは、各国の知財に関する状況の報告、各国の事情を尊重したグローバルな知財制度構築の方向性、各国

の弁理士の果たすべき役割などについて議論を行った。その成果として、共同宣言書（The Declaration of the 2nd President 
Meeting）に各団体の代表者が署名し、更なる協力体制を築いた。

・ 参加団体（１０団体）：中華全国専利代理人協会（All-China Patent Attorneys Association）、米国知的財産権法協会（American 
Intellectual Property Law Association）、アジア弁理士協会（Asian Patent Attorneys Association）、シンガポール弁理士会
（Association of Singapore Patent Attorneys）、国際弁理士連盟（Federation Internationale des Conseils en Propriete
Industrielle）、タイ知的財産協会（Intellectual Property Association of Thailand）、大韓弁理士会（Korea Patent Attorneys 
Association）、英国公認特許代理人協会(The Chartered Institute of Patent Attorneys)、オーストラリア特許商標代理人協会
(The Institute of Patent and Trademark Attorneys of  Australia)、日本弁理士会（主催)

取組の報告

８.その他（１）
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自主的な取組
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○ 地方における知的財産フォーラムの開催
・ 地方における知財活用の推進は、「知的財産推進計画２０１５」の重要３本柱の１つにも掲げられる重要施策であり、「中小企業が

自らの知的財産を磨き、事業戦略により権利化・標準化・秘匿化し、効果的にビジネスにおいて活用することが、中小企業の事業と
地域経済の発展に結び付くと考えられる。」と指摘されている。

・ 他方、ＴＰＰ交渉の合意を受け、グローバル化の流れはさらに加速することが予想される中、国内外の市場で事業展開を図る上で
は、模倣問題、技術流出、知財訴訟等の知財リスクを最小化するか等が喫緊の課題となる。

・ そこで、日本弁理士会では、地方における知財活用の推進に寄与すべく、１つの試みとして鹿児島県において知的財産フォーラム
を開催した。

○ 知的財産フォーラムin鹿児島（平成２７年１２月１８日開催）
・ 鹿児島市において、鹿児島県を中心とした地域の中小企業関係者並びに中小企業をとりまく金融機関等関係者に対し、知

的財産を活かした経営戦略の構築についてご理解いただき、事業遂行の中で実践・活用していただき、もって中小企業の利
益向上につなげていただくことの一助として、知的財産フォーラムin鹿児島を開催した。

・ 講師は、当会副会長の高橋大典（第一部）及び橋本虎之助（第二部）の２名。
・ 第一部では、「眠った知財を掘り起こせ！ ～知財を活かしてヒット商品を鹿児島から！～」と題し、主に鹿児島地方の実例

を取り上げ、知的財産が身近な存在であることを訴えた。
・ 第二部では、「知的財産を活用して売上をアップしよう！～弁理士がお手伝いします！～」と題し、弁理士知財キャラバン事

業にも触れながら、知的財産の活用と経営戦略について、その重要性・活用方策を訴えた。
・ 同フォーラムには、地元の関係者を中心に１８８名の参加があった。
・ なお、受講者を対象に行ったアンケートでは、実に９８％ 超（７８回答中、７７回答）の受講者から「非常に参考になった」又は

「参考になった」との回答が得られた。また、「今後いかに知財が重要になるのか、帰ったあと他の社員へも伝えていきたい」
との回答もあった。

・ フォーラム終了後には、無料相談会も実施し、５件の相談に応じた。

取組の報告

19 以上

自主的な取組

８.その他（２） 資料3





 
 

 

   

     
    

 

    
 

 
   

  

   
  

    

    
    
   

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

    

    

 
 

 
   

    

 

 

 

   
  

 

 
 

   
  

    

    

 
 

 

 

   

    

    

     



 
 

    

    

     

 
 

     

  

 

 

 

 

 
 

 
    

 

 

 

  

 

    

    

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 






















